
9/15
10:00-12:00

※手話通訳をご希望の方は8/26(火)までに
お申込みください

渡辺 和也さん

(月・祝)

8/1(金)から9/5(金)までに
お電話または下記申込フォーム
からお申込みください。

認知症や障がいなどにより判断能力が低下したときに、

本人に代わって金銭管理や介護等の契約をする

支援の方法として成年後見制度があります。

成年後見制度の基礎的な内容についてお話します。

(公社)コスモス成年後見サポートセンター

神奈川県支部

行政書士・社会福祉士

茅ヶ崎市役所本庁舎4階 会議室3・４・5

わ た な べ か ず や

茅ヶ崎市内在住・在勤の方

100名 (申込先着順 )

▼申込フォームはこちら▼


